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１．はじめに
　「特許行政年次報告書（2017年版）」（特許庁）に
よると、日本において、特許無効審判の請求件数
は、2015年の231件から2016年の140件に減少してい
る。これは、2015年４月に導入された特許異議申立
制度が影響している可能性があると考えられる。ま
た、2016年の特許・実用新案の無効審判の審理件数
は238件であり、平均審理期間は10.5か月であった。
なお、2016年の特許・実用新案の当事者系審判（無

効審判のほか、取消審判、訂正審判を含む）の審理
結果については、請求成立が199件、請求不成立（却
下を含む）が146件という実績が報告されている。
　本稿は、日中韓特許庁による「日中韓の審判実務
の比較研究（無効審判）」における主要な論点につい
て、複数回に分けて紹介し、解説を行うものである。
今回は、「特許無効審判から裁判への流れ」及び「知
的財産裁判所の概要」について説明を行う。
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２．特許無効審判から裁判への流れ
　特許無効審判の審決に不服があった場合には、裁
判所に審決取消訴訟を提起することができる。ここ
では、特許無効審判から裁判への流れについて、日
中韓の実務を対比して解説する。

（１）審決取消訴訟の管轄
　＜日本＞

特許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等
裁判所の専属管轄であり（特許法第178条第１項）、
東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等
裁判所（平成17年４月１日設立）が取り扱ってい
る（知的財産高等裁判所設置法第２条）。

知的財産高等裁判所の判決に不服がある場合に
は、最高裁判所に上告することができる（民事訴
訟法第311条）。
◎日本国特許法
第178条（審決等に対する訴え）
１　取消決定又は審決に対する訴え・・・は、東

京高等裁判所の専属管轄とする。 
◎知的財産高等裁判所設置法
第２条（知的財産高等裁判所の設置）

東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次
に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせる
ため、裁判所法第22条第１項の規定にかかわらず、
特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高
等裁判所を設ける。
一　（略）
二　特許法第178条第１項の訴え・・・に係る訴

訟事件
＜中国＞

特許無効審判について専利復審委員会による判
断の結果に対する訴えは、北京知識産権法院が取
り扱っている。北京知識産権法院は、知的財産分
野の専門法院（2014年11月設立）であり、中級法
院（日本の地方裁判所）に相当する。

北京知識産権法院の設立は、最高人民法院（日
本の最高裁判所に相当）による「北京、上海、広
州における知識産権法院の設立に関する決定」

（2014年11月３日施行）に基づく措置である。
北京知識産権法院の判決に不服がある場合には、

北京市高級人民法院（日本の高等裁判所に相当）
に上訴できる。
◎中国専利法
第46条
１　特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対

し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び

特許権者に通知する。特許権の無効宣告が決定
された場合、国務院専利行政部門が登記及び公
告を行う。

２　特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権
維持の決定に対して不服である場合、・・・人
民法院に訴訟を提起することができる。

＜韓国＞
特許審判院の審決に対する訴えは、特許法院

の専属管轄とされている（特許法第186条第１項）。
なお、特許法院は、知的財産分野の専門法院（1998
年３月設立）であり、高等法院（日本の高等裁判
所）に相当する。

特許法院の判決に不服がある場合には、大法院
（日本の最高裁判所に相当）に上告することができ
る（特許法第186条第８項）。
◎韓国特許法
第186条（審決等に対する訴え）
１　特許取消決定または審決に対する訴え・・・

は、特許法院の専属管轄とする。
・・・

８　第１項による特許法院の判決に対しては、大
法院に上告することができる。

＜解説＞
日中韓ともに、特許無効審判の審決に対する訴

え（審決取消訴訟）を裁判所に提起することがで
き、いずれも知的財産分野を専門とする裁判所が
設置されている。ただし、審決取消訴訟について
は、日本と韓国では、第二審（高等裁判所）の管
轄であるのに対して、中国では、第一審（地方裁
判所）の管轄である点で相違している。

（２）当事者
＜日本＞

審決取消訴訟において、原告は、特許無効審判
の当事者、参加人及び参加を申請して拒否された
者であり（特許法第178条２項）、その審判の請求
人又は被請求人を被告としなければならない（特
許法第179条）。
◎日本国特許法
第178条（審決等に対する訴え）
１　取消決定又は審決に対する訴え・・・は、東

京高等裁判所の専属管轄とする。 
２　前項の訴えは、当事者、参加人又は・・・審

判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒
否された者に限り、提起することができる。

第179条（被告適格）


